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議案第５２号 

川越市庁舎整備審議会条例を定めることについて 

川越市庁舎整備審議会条例を次のとおり定める。 

令和７年６月３日提出 

川越市長 森 田 初 恵

  川越市庁舎整備審議会条例 

 （設置） 

第１条 市長の諮問に応じ、庁舎の整備に関する事項について審議するた

め、川越市庁舎整備審議会（以下「審議会」という。）を置く。 

 （組織） 

第２条 審議会は、委員２０人以内で組織し、次に掲げる者のうちから必

要の都度、市長が委嘱する。 

⑴ 学識経験者

⑵ 公共的団体等の代表者

⑶ 前２号に掲げる者のほか、市内に住所を有する者

 （任期） 

第３条 委員の任期は、当該諮問に係る審議が終了するまでの期間とする。 

 （会長及び副会長） 

第４条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定め

る。 

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。 

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理

する。 

（会議） 
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第５条 審議会は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができな

い。 

３ 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のと

きは、会長の決するところによる。 

４ 審議会は、必要があるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又

は関係者に資料の提出を求めることができる。 

 （庶務） 

第６条 審議会の庶務は、総合政策部政策企画課において処理する。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、

市長が定める。 

附 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

提 案 理 由 

川越市庁舎整備審議会を設置するため、このように措置する必要がある。 
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議案第５３号 

川越市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例を定 

めることについて 

川越市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例を次のとおり

定める。 

令和７年６月３日提出 

  川越市長 森 田 初 恵 

  川越市道路附属物自動車駐車場条例の一部を改正する条例 

 川越市道路附属物自動車駐車場条例（平成１８年条例第１１号）の一部

を次のように改正する。 

 第５条中「１台につき３０分までごとに２００円」を「別表のとおり」 

に改め、同条ただし書中「３０分」を「２０分」に改める。 

 附則の次に次の別表を加える。 

別表（第５条関係） 

駐車場 駐車料金の額 

川越市霞ケ関駅

北口駐車場 

⑴ 駐車を開始してから継続して駐車する時間（以

下この表において「駐車時間」という。）が２４ 

時間以内のもの １台につき駐車を開始して２０ 

分を経過した後の駐車する時間３０分までごとに 

２００円（当該額が８００円を超える場合にあっ 

ては、８００円） 

⑵ 駐車時間が２４時間を超えるもの １台につき

８００円に次に掲げる額の合計額を加算した金額 

ア 駐車時間が２４時間を経過した後の駐車する
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附 則 

この条例は、令和７年１０月１日から施行する。 

提 案 理 由 

  時間２４時間ごと ８００円 

イ 駐車時間の２４時間に満たない時間の当該部

分 駐車する時間３０分までごとに２００円（ 

当該額が８００円を超える場合にあっては、８ 

００円） 

川越市新河岸駅

西口駐車場 

１台につき駐車を開始して２０分を経過した後の駐 

車する時間３０分までごとに２００円。ただし、駐 

車料金の額の算出の単位となる当該３０分までごと 

の起算時刻が午後９時から翌日の午前９時までの間 

にあるものについて算出した額が４００円を超える 

ときは、当該額は、４００円とする。 

川越市新河岸駅

東口駐車場 

⑴ 駐車時間が２４時間以内のもの １台につき駐

車を開始して２０分を経過した後の駐車する時間 

３０分までごとに２００円（当該額が９００円を 

超える場合にあっては、９００円） 

⑵ 駐車時間が２４時間を超えるもの １台につき

９００円に次に掲げる額の合計額を加算した金額 

ア 駐車時間が２４時間を経過した後の駐車する

時間２４時間ごと ９００円 

イ 駐車時間の２４時間に満たない時間の当該部

分 駐車する時間３０分までごとに２００円（ 

当該額が９００円を超える場合にあっては、９ 

００円） 
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 駐車場の駐車料金の額及び駐車を開始してから無料となる時間を見直す

ため、このように措置する必要がある。 
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議案第５４号 

仮称芳野市民センター新築工事請負契約について 

次のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

める。 

令和７年６月３日提出 

  川越市長 森 田 初 恵 

１ 契 約 の 目 的 仮称芳野市民センター新築工事 

２ 契 約 の 方 法 一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額 ５９３，６３９，２００円 

４ 契約の相手方 川越市大字下小坂４５８番地４ 

 三光建設株式会社 

  代表取締役 栗 原 雄 一 

５ 工 期 本契約締結の日から令和８年９月３０日まで 

提 案 理 由 

仮称芳野市民センター新築工事入札の結果、このように措置する必要が

ある。 
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議案第５４号参考資料 

 

工   事   概   要 

 

１ 工 事 名  仮称芳野市民センター新築工事 

２ 工 事 場 所  川越市大字北田島１４４番地１ 

３ 工 事 内 容  建築工事一式 

⑴ 床面積 

 

 

 

 

 

 

⑵ 構造 

鉄筋コンクリート造２階建 

主    体 鉄筋コンクリート造 

基    礎 杭基礎 

床・壁・屋根 鉄筋コンクリート造 

⑶ 建物仕上 

外    壁 コンクリート打放しのうえ塗装 

仕上 

屋    根 金属板横葺 

４ 附 帯 設 備  ⑴ 電気設備工事一式（別途工事） 

⑵ 機械設備工事一式（別途工事） 

⑶ 外構整備工事一式（別途工事） 

⑷ 植栽工事一式（別途工事） 

５ 工 期  本契約締結の日から令和８年９月３０日まで 

面  積  表 （㎡）  

１階  ２階  駐輪場  

３９７．３２ ４６３．４８   ２２．４０

合計  

８８３．２０
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芳野市民センター

案　内　図

工事場所

川越市大字北田島１４４番地１

県道川越上尾線
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Ｓ＝１：８００

配　置　図
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１階

２階

Ｓ＝１：３００

平　面　図

吹抜け

設備
置き場

１階

２階

男子トイレ

駐輪
スペース

女子トイレ

バリアフリー
トイレ

夜間受付 印刷室

風除室 ロビー 会議室

倉庫１

更衣室１

更衣室２
休憩室

事務室

談話
コーナー

エントランス
ホール

ＥＶ倉庫２

児童コーナー

講座室１ 講座室２ 講座室３ 講座室４

給湯室

倉庫３

廊下

ＥＶホール
ロビー

ＥＶ

男子トイレ

女子トイレ

Ｓ＝１：３００

平　面　図
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入  札  結  果  表 

 
１ 工 事 名 仮称芳野市民センター新築工事 

２ 工 事 場 所 川越市大字北田島１４４番地１ 

３ 落札者決定日 令和７年５月１３日 

４ 工    期 本契約締結の日から令和８年９月３０日まで 
 

№ 業   者   名 入札額（単位円） 
第１回目 第２回目 第３回目 摘 要 

１ 初雁興業株式会社 539,672,000 
 

  

２ 三光建設株式会社 539,672,000   落 札 

３ 岩堀建設工業株式会社 574,868,000    

付 
 
記 

契約の金額 ５９３，６３９，２００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
３業者による一般競争入札の結果落札 
 初雁興業株式会社及び三光建設株式会社の入札額が同額であったため、落札候補者 
を電子くじにより決定 

 
 

参考 設 計 金 額 ６４５，２６０，０００円

 消費税及び地方消費税を含む。  予 定 価 格 ６４５，２６０，０００円

 最 低 制 限 価 格 ５９３，６３９，２００円
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議案第５５号 

古谷地区公立保育所新築工事請負契約について 

 

次のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

める。 

                  

令和７年６月３日提出 

 

                 川越市長 森 田 初 恵     

 

１ 契 約 の 目 的  古谷地区公立保育所新築工事 

２ 契 約 の 方 法  一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額  ４９５，０００，０００円 

４ 契約の相手方  川越市大字鯨井１７０５番地２ 

           初雁興業株式会社 

        代表取締役 関 根 勇 治 

５ 工 期  本契約締結の日から令和８年７月３１日まで 

 

 

提 案 理 由 

古谷地区公立保育所新築工事入札の結果、このように措置する必要があ

る。 
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議案第５５号参考資料 

工   事 概   要 

１ 工 事 名 古谷地区公立保育所新築工事 

２ 工 事 場 所  川越市大字古谷上４００９番地１３ 

３ 工 事 内 容  建築工事一式 

⑴ 床面積

⑵ 構造

鉄骨造２階建

主 体 鉄骨造 

基 礎 杭基礎 

床・壁・屋根 鉄骨造 

⑶ 建物仕上

外 壁 サイディング

屋 根 金属板縦葺 

４ 附 帯 設 備 ⑴ 電気設備工事一式（別途工事）

⑵ 機械設備工事一式（別途工事）

⑶ 外構工事一式（別途工事）

５ 工 期 本契約締結の日から令和８年７月３１日まで 

面 積 表 （㎡）

  １階   ２階   合計

３８６．４０ ３７０．４５ ７５６．８５
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工事場所

川越市大字古谷上４００９番地１３

古谷小学校

古谷第二保育園

案　内　図

14



Ｎ

配　置　図
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平　面　図

Ｓ＝１：２００

１階トイレ

収納

女性用
更衣室

男性用
更衣室

調理室
検収室

廊下
調乳室

押入１

０・１歳児保育室

押入３

相談室

事務室
２歳児保育室

玄関

押入１

洗濯室

２階トイレ

収納１

廊下

３歳児保育室４歳児保育室

遊戯室

収納２ 収納３

２階

１階

ＥＶ

ＥＶ

押入２ 押入３

洗濯室

押入２

用調理員
更衣室

調理員用
トイレ

５歳児保育室

バリアフリー
トイレ

０・１
歳児用
トイレ
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参考 設 計 金 額 ５２０，５２０，０００円

消費税及び地方消費税を含む。予 定 価 格 ５２０，５２０，０００円

最 低 制 限 価 格 ４７８，８７８，４００円

入  札  結  果  表

１ 工 事 名 古谷地区公立保育所新築工事

２ 工 事 場 所 川越市大字古谷上４００９番地１３

３ 落札者決定日 令和７年５月１３日

４ 工 期 本契約締結の日から令和８年７月３１日まで

№ 業 者 名
入札額（単位円）

第１回目 第２回目 第３回目 摘 要

１ 岩堀建設工業株式会社 辞 退 

２ 三光建設株式会社 辞 退

３ 初雁興業株式会社 450,000,000 落 札

付

記

契約の金額 ４９５，０００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）

１業者による一般競争入札の結果落札
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議案第５６号 

資源化センター熱回収施設定期整備工事請負契約について 

                      

次のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

める。 

                  

令和７年６月３日提出 

 

                 川越市長 森 田 初 恵     

 

１ 契 約 の 目 的  資源化センター熱回収施設定期整備工事 

２ 契 約 の 方 法  随意契約 

３ 契 約 の 金 額  ７５９，０００，０００円 

４ 契約の相手方  東京都品川区西品川一丁目１番１号 

           株式会社神鋼環境ソリューション東京支社 

            東京支社長 西 山 学 雄 

５ 工 期  本契約締結の日から令和８年３月１３日まで 

 

 

提 案 理 由 

資源化センター熱回収施設定期整備工事見積執行の結果、このように措

置する必要がある。 

18



議案第５６号参考資料 

工   事 概   要 

１ 工 事 名 資源化センター熱回収施設定期整備工事 

２ 工 事 場 所  川越市大字鯨井７８２番地３ 

３ 工 事 内 容 ⑴ 受入供給設備工事一式

⑵ 燃焼溶融設備工事一式

⑶ スラグ搬出設備工事一式

⑷ 溶融飛灰処理設備工事一式

⑸ 計装設備工事一式

４ 工 期 本契約締結の日から令和８年３月１３日まで 
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鯨井中学校

案　内　図

工事場所

川越市大字鯨井７８２番地３

川越西消防署名細分署

県道川越坂戸毛呂山線

上戸小学校

入
間

川

なぐわし公園

小
畔

川

県
道
片
柳
川
越
線
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配　置　図

凡 例

本工事建物

Ｓ＝１：３，０００

熱回収施設

リサイクル施設

調整池

収集管理棟

ストックヤード

草木類
資源化施設

環境プラザ
(つばさ館)

12,000

14,000
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議案第５７号 

川越市グリーンツーリズム拠点施設キャンプスペース整備工事 

請負契約について 

次のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

める。 

令和７年６月３日提出 

  川越市長 森 田 初 恵 

１ 契 約 の 目 的 川越市グリーンツーリズム拠点施設キャンプスペー 

ス整備工事

２ 契 約 の 方 法 一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額 １９３，６３３，０００円 

４ 契約の相手方 川越市大字鯨井１７０５番地２ 

 初雁興業株式会社 

 代表取締役 関 根 勇 治 

５ 工 期  本契約締結の日から令和８年３月１３日まで 

提 案 理 由 

川越市グリーンツーリズム拠点施設キャンプスペース整備工事入札の結

果、このように措置する必要がある。 
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議案第５７号参考資料 

工   事 概   要 

１ 工 事 名 川越市グリーンツーリズム拠点施設キャンプスペー 

ス整備工事

２ 工 事 場 所  川越市大字伊佐沼８９９番地ほか 

３ 工 事 内 容  土木工事一式 

４ 附 帯 設 備  電気設備工事一式（別途工事） 

５ 工 期 本契約締結の日から令和８年３月１３日まで 
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案　内　図
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配　置　図

Ｓ＝１：１，５００

体験農園

駐車場

農業ふれあい
センター

7,20
0

・・

大屋根広場

緑地広場

駐車場

駐車場

7,800

凡例

本工事範囲

・
・

25



入  札  結  果  表 

 
１ 工 事 名 川越市グリーンツーリズム拠点施設キャンプスペース整備工事 

２ 工 事 場 所 川越市大字伊佐沼８９９番地ほか 

３ 落札者決定日 令和７年５月１３日 

４ 工    期 本契約締結の日から令和８年３月１３日まで 
 

№ 業   者   名 入札額（単位円） 
第１回目 第２回目 第３回目 摘 要 

１ 米川興業株式会社 辞 退 
 

  

２ 株式会社長谷川土建 辞 退    

３ 株式会社細田土建 辞 退    

４ 櫻井建設株式会社 辞 退    

５ 初野建材工業株式会社 辞 退    

６ 株式会社三希設備 辞 退    

７ 株式会社安斉組 160,435,000   無 効 

８ 株式会社山岸造園 160,438,000   無 効 

９ 株式会社三上工務所 160,438,000   無 効 

1 0 初雁興業株式会社 176,030,000   落 札 

付 
 
記 

契約の金額 １９３，６３３，０００円（消費税及び地方消費税を含む。） 
４業者による一般競争入札の結果落札 
 株式会社安斉組、株式会社山岸造園及び株式会社三上工務所は、入札額が最低制限 
価格を下回ったため無効 

 参考 設 計 金 額 １９３，６３３，０００円 
 消費税及び地方消費税を含む。  予 定 価 格 １９３，６３３，０００円 

 最 低 制 限 価 格 １７６，４８７，３００円 
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議案第５８号 

川越市立川越高等学校体育館空調設備等整備工事請負契約につ 

いて 

次のとおり工事請負契約を締結するため、議会の議決に付すべき契約及

び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会の議決を求

める。 

令和７年６月３日提出 

  川越市長 森 田 初 恵 

１ 契 約 の 目 的 川越市立川越高等学校体育館空調設備等整備工事 

２ 契 約 の 方 法 一般競争入札 

３ 契 約 の 金 額 １９８，０４８，４００円 

４ 契約の相手方 川越市仙波町一丁目１０番地５ 

 有限会社ユーコー 

  代表取締役 遊 佐 昭 則 

５ 工 期 本契約締結の日から令和８年２月２７日まで 

提 案 理 由 

川越市立川越高等学校体育館空調設備等整備工事入札の結果、このよう

に措置する必要がある。 
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議案第５８号参考資料 

工   事 概   要 

１ 工 事 名 川越市立川越高等学校体育館空調設備等整備工事 

２ 工 事 場 所  川越市旭町二丁目３番地７ 

３ 工 事 内 容 ⑴ 機械設備工事一式

⑵ 電気設備工事一式

⑶ 建築工事一式

４ 工 期 本契約締結の日から令和８年２月２７日まで 
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入  札  結  果  表

１ 工 事 名 川越市立川越高等学校体育館空調設備等整備工事

２ 工 事 場 所 川越市旭町二丁目３番地７

３ 落札者決定日 令和７年５月１３日

４ 工 期 本契約締結の日から令和８年２月２７日まで

№ 業 者 名
入札額（単位円）

第１回目 第２回目 第３回目 摘 要

１ 埼玉設備工業株式会社 辞 退 

２ 川越設備株式会社 辞 退

３ 昭和工業株式会社 180,044,000 

４ 株式会社牛村水道工業 180,044,000 

５ 日開設備工業株式会社 180,044,000 

６ 株式会社三希設備 180,044,000 

７
株式会社ファーストプロジ

ェクト
180,044,000 

８ 有限会社ユーコー 180,044,000 落 札

付

記

契約の金額 １９８，０４８，４００円（消費税及び地方消費税を含む。）

６業者による一般競争入札の結果落札

昭和工業株式会社、株式会社牛村水道工業、日開設備工業株式会社、株式会社三希

設備、株式会社ファーストプロジェクト及び有限会社ユーコーの入札額が同額であっ

たため、落札候補者を電子くじにより決定

参考 設 計 金 額 ２１５，２７０，０００円

消費税及び地方消費税を含む。予 定 価 格 ２１５，２７０，０００円

最 低 制 限 価 格 １９８，０４８，４００円
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議案第５９号 

川越線西川越・的場間的場歩道橋耐震補強及び補修工事の施行 

に関する協定について 

                      

次のとおり工事の施行に関する協定を締結するため、議会の議決に付す

べき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条の規定により、議会

の議決を求める。 

                  

令和７年６月３日提出 

 

                 川越市長 森 田 初 恵   

 

１ 協 定 の 目 的  川越線西川越・的場間的場歩道橋耐震補強及び補修 

工事 

２ 協 定 の 金 額  ３５３，１７０，９８６円 

３ 協定の相手方  さいたま市大宮区錦町４３４番地４ 

           東日本旅客鉄道株式会社  

            執行役員大宮支社長 石 井 剛 史 

４ 協 定 の 期 間  本協定締結の日から令和９年３月３１日まで 

 

 

提 案 理 由 

川越線西川越・的場間的場歩道橋耐震補強及び補修工事の施行のため、

このように措置する必要がある。 
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案　内　図
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